
このコーナーでは、弥富市の
まだまだ知られざる歴史について、
弥富ふるさとガイドボランティアが
紹介していきます。

寝具の衛生管理などが困難な
方を対象に、寝具洗濯乾燥消毒
サービスを実施いたします。
▼対象者
○おおむね 65 歳以上の１人暮
らし高齢者の方

○要介護 3 ～ 5（介護保険法）
の認定を受けた高齢者の方

○身体障がい者 1・2 級の方
▼実施時期
　８月、12 月（予定）
▼自己負担分の費用
世帯の前年度分の市民税に応
じて、0 円～ 300 円

▼手続きの方法
市役所介護高齢課および十四
山支所に備え付けの申請書に
必要事項を記入の上、お申し
込みください。

※実施日などは申請された方へ
後日連絡します。

▼申込期限
7 月 22 日（金）

　・　市役所介護高齢課
　（内線 175）、十四山支所

▼と　き　
７月 31 日（日）
午前７時30分～午前８時15分

▼ところ
文化広場市民グランド

▼内　容
昨年度に引き続きラジオ体操
を行います。 家族や友人と一
緒にぜひご参加ください。

令和４年度から未就学児（令和
４年度においては平成 28 年４月
２日以降生まれの方）の国民健康
保険税の均等割額について５割を
軽減します。
世帯の総所得金額などの合計に

応じ、均等割額が７割軽減、５割
軽減または２割軽減されている世
帯（所得軽減措置世帯）の場合は、
その適用後の均等割額を更に５割
軽減します。

　市役所保険年金課
　（内線 122・123）

令和４年度国民健康保険税の
基礎課税額に係る課税限度額（上
限額）が変更になります。なお、
国民健康保険税の税率について
は変更ありません。
課税限度額（上限額）

※介護分は変更ありません。
　市役所保険年金課
　（内線 122・123）

介護保険負担限度額認定とは、
要介護（要支援）認定を受けてい
る方で所得の低い方が介護保険施
設への入所または短期入所された
際にかかる食費・居住費を軽減す
る制度になります。
介護保険負担限度額認定証は毎

年 7 月 31 日が有効期限となり、
８月以降も認定を希望される方は
更新の手続きが必要です。
※８月１日以降に施設サービスや
短期入所の予定がない方または
適用要件が明らかに該当しない
方は申請の必要はありません。

▼適用要件
・本人および世帯全員が住民税
非課税であること（別世帯に
配偶者がいる場合は、別世帯
の配偶者も住民税非課税）
・預貯金などが一定額以下（詳
しくは介護高齢課にお問い合
わせください。）

　・　市役所介護高齢課
　（内線 172・173）

市役所において献血活動を行
います。皆さんのご協力をお願
いします。
▼と　き
　８月３日（水）
　午後１時～午後４時
▼ところ
　弥富市役所
　市役所健康推進課
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「お知らせ」「募集」など暮らしに
役立つ情報を掲載しています。

くらしの
情報
くらしの
情報

介護保険負担限度額
認定証の更新

8103 ラジオ体操
～みんなで楽しく元気に～

寝具洗濯乾燥消毒
サービスを実施します

国民健康保険税の課税
限度額が変更になります

お知らせします

問い合わせ先　　申し込み先　　メール　　ホームページ　　FAX
●費用の記載のないものは無料です。 ●申し込みの記載がないものは申し込み不要です。 ●各問い合わせ先の電話番号については、2ページをご覧ください。

※こちらに掲載している情報は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止または延期となる場合があります。

献血にご協力ください。

市長の部屋

伊勢湾台風殉難之塔

伊勢湾台風殉難之塔

西尾張中央道を南へ、国道 23 号線を越えてしばらく進
むと「西末広」の交差点の左側に伊勢湾台風殉難之塔があり
ます。
この塔は、昭和 34 年の伊勢湾台風の犠牲者の追悼のた
めに建てられました。最上部には犠牲者の冥福を祈る観音
像が安置されています。向かって左側には母親が生き残っ
た子どもを抱き上げて喜ぶ姿、右側には息子の遺体を引き
上げる父親と自衛隊員の像が配置され、「明暗の像」と呼ば
れています。
また、敷地内には疎開が縁で平和町（現稲沢市）の農家か
ら寄贈された樹木が植えられています。
かつては塔の前で毎年慰霊祭が行われ、多くの人が参列
しました。

青田をわたる風もさわやかな季節となりました。
市民の皆さまにおかれましては、お元気にお過ごしのことと存じます。
早いもので今年も折り返し地点を過ぎ、雲の切れ間の青空が美しい季節となりまし
た。蒸し暑い日が続きますが、皆さま健やかにお過ごしのことと存じます。
さて、本市ではコロナウイルスワクチン３回目接種から５カ月以上経過した 60 歳
以上の方と基礎疾患を有する方を対象に４回目接種を実施しております。
そのような中、政府によるマスク着用基準は、緩和へと見解が発表されました。
マスク着用には暑苦しさを感じる季節ではございますが、コロナ収束までのしばら
くの間、基本的な感染防止対策をお願いいたします。
梅雨空の青空を待ちつつ、皆さまのさらなるご発展をお祈りいたしております。

未就学児以外の
軽減割合

未就学児の方の
軽減割合

５割 ７．５割

２割

軽減なし

６割

５割

所得軽減
措置世帯

７割 ８．５割７割軽減
世帯

２割軽減
世帯

軽減なし
世帯

５割軽減
世帯

令和３年度 令和４年度

19万円 20万円

区分
63万円 65万円医療費分

後期高齢者
支援金分

未就学児の国民健康保険税
均等割額が軽減されます。
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